
















◆コーポレート・ガバナンス体制 

各部門 及び 関係会社 

代表取締役社長 

コンプライアンス 
委員会 

最高財務責任者 

リスク・マネジメント 
委員会 

報告 

選任・解任 

会計監査 
内部統制監査 

監視・監督 

監査部 

連携 

常勤役員会 

執行役員会 

重要事項の審議 

意思伝達・情報共有 

内部統制部 

報告 

内部監査 

評価 

報告 報告 選任・解任 選任・解任 

選定・監督 

連携 

監査役会 ４名 
（社外監査役４名） 

取締役会 ７名 
（社外取締役２名） 

株主総会 

監視・監督 
会計監査人 

報告 



◆適時開示実施体制 

 

ＴＤｎｅｔ、記者会見、資料投函、当社ホームページ掲載【開示】 

広報・ＩＲ室【管理】 

社 長【開示の承認】 

ＣＣＯ、ＣＰＯ、法務部長、広報・ＩＲ室長その他関連部署員【開示可否の協議】 

法務部 【情報の一元管理】 

ａ）発生事実に関する情報 
 

担当役職員 

ｂ）決定事実に関する情報なら

びに決算に関する情報 
取締役会 

ｃ）子会社に関する情報 
 

担当役職員 
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